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 インボイス制度の始まりは軽減税率の導入 出典 国税庁パンフより
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 なぜインボイスが必要か（適格請求書等保存方式の概要）国税庁パンフより
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 インボイス制度への円滑な移行のための経過措置 出典 財務省作成資料
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 インボイスの記載事項 出典 国税庁パンフより

Japan Association of Healthcare Management Consultants



6

 「買手」の仕入税額控除にはインボイスの保存が必要国税庁パンフより
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売 手
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 「売手」の留意点 ①（インボイスの交付）国税庁パンフより

Japan Association of Healthcare Management Consultants



9

 「売手」の留意点 ②（インボイス発行事業者の登録）

 インボイス（適格請求書）を発行するには事前に税務署に登録申請して
「適格請求書発行事業者」にならなければならない。

※登録を受けるか否かは事業者の任意である。

 現在、「課税事業者（消費税の納税義務がある事業者）」でも登録申請
をしないとインボイスの発行はできない。

 税務署による審査を経て登録された場合は、登録番号などの通知・公表がさ
れる。

・通知される登録番号

法人は「Ｔ＋13桁の法人番号」、個人事業者は「Ｔ＋13桁の数字（マイナンバー以外）」

・公表事項は「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できる。
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 インボイス発行事業者の登録申請手続 出典 国税庁パンフより
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 登録申請手続きの柔軟化（案） 出典 財務省資料より（与党税調）
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 「売手」の留意点 ③ （インボイスにおける事業所の概念）
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 疑問点に対する回答

 疑問点１

・Ｄ医療法人という「法人単位」でのインボイス登録となる。
※医療法人単位、社会福祉法人単位、社団・財団法人単位での選択
（全老健会員）医療法人立74.8％、社会福祉法人立15.3％、

その他は、市町村、財団法人社団法人立

 疑問点２

・消費税申告は法人単位で行う。B老健が別の県でも問題ない。
インボイス登録も法人単位で行う。

 疑問点３

・Ｄ医療法人という法人単位でのインボイス登録となる。
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 医療法人や社福はインボイス発行事業者となる必要があるか？

すべてが［ＢtoＣ］取引のみ ➡ 登録は不要
・患者や入所者（C）は消費者であり仕入税額控除はしないため。

※ Ｂ（business＝事業者） Ｃ（consumer＝消費者）

［ＢtoＣ］取引とともに［ＢtoＢ］取引がある場合

➡ 登録するか、しないかの検討が必要

・インボイスを発行しないとＢである相手は仕入税額控除ができない。
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 医療機関におけるインボイス対応
日医「適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入と医療機関の対応」より

 医療機関の売上取引に関し、「適格請求書（インボイス）等」への対応が必要と

なるのは、事業者に対する課税売上がある医療機関です。

 医療機関における事業者に対する課税売上としては、例えば、以下のようなケースが
考えられます。

・企業から社員の健康診断や予防接種などを受託しているケース

・企業が費用を負担して社員に業務上必要な検査を受けさせるケース

・医療機関が企業から産業医報酬を受け取っているケース（医師個人が給与と

して受け取るものを除く）

・企業からの顧問収入、受託収入、治験収入、テナント収入があるケース

・売店で企業等の従業員が社用の買い物をするケース

 事業者に対する課税売上（標準税率か軽減税率かは問いません。）がある医療機
関は、令和 5 年 10 月以降、取引先の事業者からインボイスの発行を求められる可
能性があります。

 事業者に対する課税売上がなければ、特に対応の必要はありません。
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 課税売上がある医療機関の令和５年１０月以降の選択肢
日医「適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入と医療機関の対応」より

①登録申請を行い、登録を受け、インボイスを発行する

②インボイスを発行せず消費税相当額または一定額を値引きする

（値引は取引喪失のリスクを抑えるためであり、消費税法上、求められるものではない）

③インボイスを発行せず値引きもしない（取引喪失のリスクが高い）

上記①～③の選択を判断にあたって検討すべき事項は、以下の通りです。

・インボイスの発行に対する取引先の意向、ニーズ

・インボイスを発行するための手間とコスト（手書きで対応するか、システムで対応するか

の検討含む）

・インボイスを発行せずに消費税相当額の値引きをした場合の負担

・インボイスを発行せずに取引を失った場合の損失

・免税事業者がインボイス登録した場合には消費税の負担と申告が必要となる。
※現在免税事業者である医療機関がインボイスを発行しようとする場合には、課税事業者を選択しなければ

なりません。令和 5 年 10 月 1 日からインボイス発行事業者の登録を受けた場合には、同日から課税

事業者になり納税義務が発生します。
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 「売手」の留意点 ④（免税事業者がインボイス登録する場合）

 ［ＢtoＢ］取引がある場合

➡インボイスを発行しないと相手は仕入税額控除ができない。

現在、免税事業者だが

・インボイス（適格請求書）を発行するため税務署に登録申請して「適格

請求書（インボイス）発行事業者」を選択した。

（注1）この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。

その場合、

・ 免税事業者がインボイス発行事業者になると「課税事業者」となる。
（注2）基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても登録中は課税事業者

➡ 経理処理が複雑化し、消費税申告が必要となる！

そこで

・インボイス登録と（同時に）「簡易課税」の選択を検討する！

（有利不利の判定が必要となる。）
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 参 考 財務省資料より
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 小規模事業者に対する納税額負担軽減措置（案）財務省資料より
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 軽減措置の対象期間と対象者について財務省資料より
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 軽減措置の適用に当たっての手続きについて 財務省資料より
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 「売手」の留意点 ⑤ （インボイス発行事業者のとりやめ）

 インボイス発行事業者のとりやめ

インボイス発行事業者は、納税地の税務署長に「適格請求書発行
事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」（登録取消届出書）
を提出することにより、原則、登録取消届出書を提出した日の属する
翌課税期間の初日に、適格請求書発行事業者の登録の効力が失
われる。

 注意点

登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の末日から起算
して30 日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場
合、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日
に登録の効力が失われる。
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 「登録取消届出書」の手続きについて 財務省資料より
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 インボイス登録の判断 国税庁パンフより
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 インボイス登録 「売手」としての準備 国税庁パンフより
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 「売店」での対応 日医「適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入と医療機関の対応」より
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日医「適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入と医療機関の対応」より
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買 手
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 「買手」の留意点 ①（仕入税額控除の留意点）国税庁パンフより

 免税事業者（基準期間課税売上高1,000万円以下）

・消費税を納める義務がない。インボイスは不要。

 簡易課税を選択している場合（基準期間課税売上高5,000万円以下）

・簡易課税を選択している場合、インボイスは不要。

・簡易課税制度は、課税売上で預かった消費税にのみ着目し、業種区分に応じて「簡便的

に消費税を計算する」制度。

 原則課税となる場合（基準期間課税売上高5,000万円超）

・インボイス制度開始後（令和5年10月1日以降）は、相手先から交付される請求書が

適格か否かで消費税の納税額が変わる。➡仕入税額控除にはインボイスが必要！

・免税事業者からの仕入（購入）は仕入税額控除できなくなる。（激変緩和措置あり）
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 「買手」の留意点 ②（保存が必要となる請求書等の範囲）国税庁パンフより

 仕入税額控除の要件として保存が必要となる請求書等には、以下のもの
が含まれます。

① 売手が交付するインボイス又は簡易インボイス

② 買手が作成する仕入明細書等
（課税仕入れの相手方（売手）において課税資産の譲渡等に該当する
もので、インボイスの記載事項が記載されており、課税仕入れの相手方
（売手）の確認を受けたものに限る。 ）

③ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品
等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡に
ついて、受託者から交付を受ける一定の書類

④ ①から③の書類に係る電磁的記録
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 インボイス制度における特例について 財務省資料より
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 免税事業者からの課税仕入に係る経過措置 財務省資料より
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 インボイス登録 「買手」としての準備 国税庁パンフより
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ご清聴ありがとうございました！
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